
 

 

 

 

 

 

 

 
 

平素より，本校の教育活動に御理解と御協力をいただき，ありがとうございます。 

４月２８日のホームページでお知らせしましたが，教育委員会において，当面，５月１７日

（日）まで臨時休業期間を延長し，更に，その後の対応については，政府による緊急事態宣言及

び京都府による緊急事態措置の継続状況を踏まえ，改めて決定することが示されました。 

この臨時休業期間延長に伴う生徒への学習課題は，連休明けに郵送で各ご家庭に配布すると

ともに内容についてホームページでもお知らせします。 

引き続き，ご家庭でも朝・夕の検温と子どもたちの免疫力を低下させないよう早寝・早起き・

朝ごはんなどお子たちの健康管理に十分気を配っていただけますようお願い申し上げます。  

 

今回の措置に伴い１学期に予定していた，下記の行事・取組についてお知らせします。 

定期テスト 

本校では，年間５回の定期テストを実施しています。例年１学期には２回実施し，１回目のテ

ストは５月下旬に予定していましたが，今年度は１学期中に１回【６月２４日（水）～２６日

（金）】のみの実施とします。定期テスト以外に各教科で単元終了後に単元テスト（小テスト）

を実施します。内容・時期については授業の中で各教科担当よりお知らせします。 

３年生修学旅行 

前年度より，「沖縄方面」への出発準備を進める中で感染症対策として５月出発予定を６月８

日出発予定に変更しました。しかしながら，国の緊急事態宣言発令など現在の厳しい状況を鑑み

たとき，１学期中に実施することは非常に困難であり変更時期によっては，キャンセル料が発生

することも考え，京都市すべての公立中学校で延期とし，２学期以降に再計画することとなりま

した。２学期中の「沖縄方面」への実施は，感染防止の観点や台風・航空運賃高騰への懸念の関

係で無理が生じるために，９月９日（水）より２泊３日の行程で，信州方面に内容を変更したも

のを計画しています。詳細については，３年生の各ご家庭に電話と改めてプリントでお知らせし

ます。 

休日参観 

 ６月１３日（土）に予定していましたが，今年度については中止します。休日参観以外の「授

業参観」についても密集を避けるために１学期中は実施しません。 

 

裏面へ 

臨時休業期間が５月１７日（日）まで延長されました 
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学校検診 

 例年，年度当初に実施している各種検査（内科検診・眼科検診・耳鼻科検診・歯科検診等）に

ついては，感染拡大防止の観点から９月１日以降に実施するよう京都市教育委員会より通達が

ありました。実施の日程が決まり次第，プリント・ホームページでお知らせします。 

育成合同球技大会・育成サマーキャンプ 

 ６月下旬の合同球技大会，夏休み中のサマーキャンプは，令和２年度については中止の連絡が

ありました。 

岡崎中を会場とした第１回英語検定 

 例年，本校を準会場として５月下旬に第１回英語検定試験を実施していましたが中止します。 

第２回（１０月３日）については，現時点では実施予定です。           

第１回 進路保護者会 

 今年度は，若干時期を遅らせて６月２４日（水）に本校体育館で開催の予定です。日が近づ

いてきましたら開催案内のプリントを配布させていただきます。 

 

 これらの予定は現時点でのものですので，今後の情勢によって更に変更になる可能性があるこ

とをご理解ください。また，２学期以降に実施予定の，学校祭（文化の部・体育の部）・２年生

チャレンジ体験（職業体験）について，現時点では実施予定ですが今後の情勢により，規模の縮

小や中止する場合があります。ご理解とご協力をお願いいたします。 

５月行事 

※２１日・２２日は給食がありません。お弁当の用意をお願いします。     

日 曜 主な行事等 日 曜 主な行事等 

１８ 月 １年生部活動紹介 ６月分給食申込締切 ２５ 月 部集会 

１９ 火 １年生ジョイントプロ ３年生学習確認プロ ２６ 火  

２０ 水  ２７ 水 教育相談① 

２１ 木  ２８ 木 教育相談② 

２２ 金 認証式 生徒議会・専門委員会 ２９ 金 教育相談③ 

２３ 土  ３０ 土  

２４ 日  ３１ 日  

 

～就学援助制度のお知らせ～  京都市では，経済的な理由によりお困りの保護者に対し，学用品費，給食費等

を援助する『就学援助制度』を設けています。今年度当初にお子さんを通して，ご家庭にお知らせを配布してい

ますが，新たに就学援助を希望される場合は，学校までご連絡ください。新型コロナウイルス感染症の影響やそ

の他の事情による家計急変でお困りの家庭は，家計急変がわかるものを提出することにより就学援助の認定がで

きる場合があります。５月１５日（金）までに申込書等をご提出いただき，認定された場合は本年４月からの認

定になります。 ※臨時休業中ですので，新規の申込みを希望される場合や内容についてご不明な場合は，まずは学校までお電話下さい。 


